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衆
議
院
議
員
首
藤
信
彦
君
提
出
日
本
政
府
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
援
助
方
針
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
の
一
の
（
�
）
に
つ
い
て

世
界
銀
行
は
、
御
指
摘
の
貧
困
削
減
戦
略
書
（
以
下
「
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
の
策
定
等
に
つ
い
て
の
基
本
原
則
と
し

て
、Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
対
象
国
の
主
導
性
（
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
又
は
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
）
の
確
保
を
掲
げ
、
当
該
国
の
経
済
運
営
は
、

飽
く
ま
で
当
該
国
自
ら
の
判
断
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
国
の
主
体
性

が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
民
間
援
助
団
体
（
以
下
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
も
含
め
た
参
加
型
プ

ロ
セ
ス
に
よ
る
策
定
が
求
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
策
定
に
つ
い
て
も
論
議
さ
れ
た
御
指
摘
の
第
五
回
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
支
援
国
会
合
に
は
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
王
国

（
以
下
「
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
。
）
政
府
か
ら
は
フ
ン
・
セ
ン
首
相
を
始
め
多
数
の
主
要
閣
僚
が
参
加
し
、
同
政
府
が

ち
よ
く

進
め
る
諸
改
革
の
進
捗
状
況
に
つ
き
説
明
す
る
と
と
も
に
、
参
加
し
た
支
援
国
、
国
際
機
関
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
始
め
と
す
る
市

民
団
体
の
代
表
者
と
今
後
の
同
国
の
開
発
の
在
り
方
等
に
つ
き
広
く
有
意
義
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。

同
会
合
に
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
貧
困
層
の
「
人
々
と
現
場
で
密
に
関
わ
っ
て
い
る
」
二
つ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
代
表

者
が
参
加
し
た
。
こ
れ
ら
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
代
表
者
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
同
会
合
の
主
催
者
た
る
世
界
銀
行
が
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア

一



の
代
表
的
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
会
員
組
織
（
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
・
エ
ヌ
・
ジ
ー
・
オ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
協
力
委
員
会
、

メ
デ
ィ
カ
ム
）
か
ら
の
推
薦
に
従
っ
て
、
具
体
的
な
参
加
団
体
及
び
参
加
者
を
決
定
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。
同
会
合
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
代
表
者
は
、
支
援
国
、
国
際
機
関
と
同
様
の
立
場
で
す
べ
て
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
出
席
し
て
お
り
、

意
見
交
換
に
も
積
極
的
に
参
加
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
代
表
者
に
対
し
て
は
、
他
の
会
合
参
加
者
と
同
一
の
情
報

が
提
供
さ
れ
て
い
る
。

同
会
合
の
以
上
の
よ
う
な
運
営
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
援
助
に
関
す
る
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
策
定
に
つ
い
て
は
、

先
に
述
べ
た
基
本
原
則
が
守
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。

�
の
一
の
（
�
）
に
つ
い
て

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
援
助
に
関
す
る
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
策
定
の
期
限
は
、
当
初
、
二
千
一
年
（
平
成
十
三
年
）
末
と
設
定
さ
れ
て
い

た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
一
部
の
支
援
国
等
か
ら
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
政
府
の
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
策
定
及
び
実
施
能
力
が
必
ず
し

も
十
分
と
は
言
い
難
い
こ
と
や
市
民
団
体
等
の
参
加
を
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
を
考
慮
し
、
よ
り
時
間
を
か
け
た
現
実
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
で
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
を
策
定
す
べ
き
と
の
意
見
も
示
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
見
に
も
配
慮
し
、

世
界
銀
行
及
び
国
際
通
貨
基
金
は
、
当
初
の
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
策
定
の
期
限
を
撤
廃
し
、
そ
の
策
定
に
つ
き
十
分
な
時
間
が
確
保

二



さ
れ
る
よ
う
努
力
し
て
お
り
、
ま
た
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
政
府
と
し
て
も
、
新
た
に
関
係
省
庁
間
の
調
整
を
行
う
社
会
開
発
評

議
会
を
設
け
、
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
充
実
、
整
備
を
図
っ
て
き
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
援
助
に
関
す
る
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
、
従
来
か
ら
、
支
援
国
及
び
国
際
機

関
の
会
合
等
の
機
会
を
通
じ
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
政
府
の
主
導
性
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
始
め
と
し
た
市
民
団
体
等
の
参
加
を
確
保
す

る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
の
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
国
別
援
助
計
画
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
政
府
に
お
い
て
策
定
中
で
あ
る
が
、
原
案
を
作
成
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
七
月
二
十
日
、
在
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
日
本
国
大
使
館
を
通
じ
、
現
地
の
我
が
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係

者
か
ら
意
見
聴
取
を
行
い
、
本
邦
に
お
い
て
も
、
同
年
十
一
月
二
日
及
び
同
月
十
四
日
に
、
我
が
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係
者
か
ら

意
見
聴
取
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た
原
案
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
三
月
十
三
日
、
同
大
使

館
を
通
じ
、
我
が
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
含
む
現
地
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係
者
の
意
見
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

右
計
画
策
定
後
の
フ
ォ
ロ
ー
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
点
も
考
慮
し
て
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

�
の
三
に
つ
い
て

三



御
指
摘
の
第
二
次
Ｏ
Ｄ
Ａ
改
革
懇
談
会
の
会
議
及
び
議
事
内
容
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
五
月
二
十
三
日
に
開

催
さ
れ
た
同
懇
談
会
第
一
回
会
合
に
お
い
て
、
委
員
の
間
で
議
論
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
の
意
見
を
広
く
吸
い
上

げ
る
た
め
に
、
自
由
闊
達
な
議
論
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
つ
つ
で
き
る
だ
け
議
事
の
公
開
を
行
う
こ
と
と
す
る
と

の
考
え
に
立
っ
て
、
会
議
自
体
は
非
公
開
と
す
る
が
、
議
事
内
容
に
つ
い
て
は
、
各
回
毎
に
発
言
者
名
を
伏
せ
た
議
事
概
要

を
作
成
し
、
同
議
事
概
要
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
す
る
こ
と
が
、
委
員
の
間
で
合
意
さ
れ
、
こ
れ
に
従
っ
て
同
議
事
概

要
が
公
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

同
懇
談
会
へ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
同
懇
談
会
の
委
員
十
四
人
の
う
ち
二
人
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
代
表
者
又
は
幹
部

で
あ
る
。

�
の
一
の
（
�
）
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
の
安
定
及
び
発
展
は
東
南
ア
ジ
ア
地
域
全
体
の
安
定
及
び
発
展
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と

の
認
識
の
下
、
同
国
の
復
興
、
開
発
を
積
極
的
に
支
援
し
て
い
る
。

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
は
、
長
年
に
わ
た
る
内
戦
が
終
わ
り
、
治
安
維
持
上
の
最
大
の
不
安
定
要
因
で
あ
っ
た
ク
メ
ー

ル
・
ル
ー
ジ
ュ
勢
力
が
消
滅
し
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
小
型
武
器
が
社
会
に
氾
濫
し
、
ま
た
、
国
軍
が
肥
大
化
し
た
ま
ま

四



の
状
況
が
続
い
て
お
り
、
国
内
の
治
安
維
持
や
社
会
経
済
開
発
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
カ
ン
ボ
デ
ィ

ア
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
小
型
武
器
の
所
持
規
制
及
び
回
収
を
通
じ
て
市
民
の
非
武
装
化
を
進
め
る

と
と
も
に
、
兵
員
削
減
計
画
（
以
下
「
Ｃ
Ｖ
Ａ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
を
通
じ
て
国
軍
の
兵
員
の
削
減
と
除
隊
兵
士
の
市
民
社
会

復
帰
へ
の
支
援
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

我
が
国
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
政
府
の
努
力
を
支
援
し
同
国
の
安
定
と
発
展
に
貢
献
す
る

こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
、
同
国
の
社
会
経
済
開
発
に
対
す

る
支
援
に
劣
ら
な
い
優
先
度
を
も
っ
て
、
積
極
的
に
実
施
し
て
い
く
方
針
で
あ
る
。

�
の
一
の
（
�
）
に
つ
い
て

現
在
、
我
が
国
は
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
小
型
武
器
回
収
及
び
兵
員
削
減
の
各
先
行
計
画
（
以
下
「
パ
イ
ロ
ッ
ト
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
。
）
に
協
力
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
我
が
国
独
自
の
理
念
と
協
力
方
針
の
下
、
実

施
に
当
た
っ
て
い
る
。

小
型
武
器
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
と
し
て
は
、
そ
の
回
収
、
破
壊
に
加
え
て
、
小
型
武
器
が
も
は
や
必
要
と
さ
れ

な
い
よ
う
な
社
会
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
小
型
武
器
回
収
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

五



ト
は
、
武
器
の
回
収
と
と
も
に
、
社
会
的
基
盤
の
整
備
や
経
済
的
開
発
を
進
め
る
ほ
か
、
一
般
国
民
が
身
の
安
全
を
守
る
た

め
に
武
器
を
必
要
と
し
な
い
よ
う
な
信
頼
で
き
る
警
察
、
治
安
体
制
の
確
立
を
目
指
す
な
ど
の
包
括
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
開
発
支
援
、
警
察
支
援
は
、
我
が
国
が
多
く
の
経
験
と
技
術
を
有
し
得
意
と
す
る
分
野
で
あ
り
、

我
が
国
は
、
こ
れ
ら
の
分
野
を
中
心
に
、
欧
州
連
合
等
と
共
に
、
同
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
協
力
し
て
い
く
方
針

で
あ
る
。

Ｃ
Ｖ
Ａ
Ｐ
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
、
国
防
支
出
を
削
減
し
財
政
を
健
全
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
カ
ン

ボ
デ
ィ
ア
政
府
の
進
め
る
諸
改
革
の
中
で
も
中
核
的
重
要
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
世
界
銀
行
、
国
連
開
発
計
画
等
と
共

に
協
力
し
て
い
る
。
我
が
国
は
、
同
計
画
が
最
終
的
に
は
三
万
人
以
上
も
の
兵
員
を
削
減
す
る
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
こ
と

に
か
ん
が
み
、
ま
ず
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て
、
そ
の
結
果
を
十
分
に
反
映
さ
せ
た
実
行
可
能
性
の
高
い
全

体
計
画
を
策
定
す
る
よ
う
、
と
り
わ
け
、
除
隊
兵
士
を
い
か
に
円
滑
に
市
民
社
会
に
復
帰
さ
せ
て
い
く
か
に
つ
き
十
分
な
配

慮
を
行
う
よ
う
申
し
入
れ
て
き
た
。
同
時
に
、
国
際
協
力
事
業
団
の
企
画
調
査
員
を
現
地
に
派
遣
し
、
我
が
国
と
し
て
の
具

体
的
な
支
援
の
方
策
を
検
討
し
て
き
た
。
現
在
、
こ
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ほ
ぼ
終
了
し
、
我
が
国
の
関
心
に

沿
っ
た
形
で
、
全
体
計
画
の
策
定
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
を
踏
ま
え
、
我
が
国
は
、
今
後
の
全
体
計
画
に
つ

六



い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
経
済
構
造
改
善
努
力
支
援
無
償
資
金
協
力
（
ノ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
無
償
資
金
協
力
）
の
仕
組
み
を
活

用
し
て
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、除
隊
兵
士
の
市
民
社
会
へ
の
復
帰
に
つ
き
協
力
の
在
り
方
を
検
討
し
て
い
く
方
針
で
あ
る
。

�
の
一
の
（
�
）
に
つ
い
て

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
小
型
武
器
回
収
や
兵
員
削
減
の
取
組
は
、
ま
だ
始
ま
っ
て
間
も
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
、
更
に

検
討
及
び
評
価
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
我
が
国
と
し
て
は
、
右
取
組
へ
の
協
力
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
識
、
経
験
等
を
、

可
能
な
限
り
他
国
に
応
用
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

�
の
一
の
（
�
）
に
つ
い
て

第
五
回
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
支
援
国
会
合
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
武
装
解
除
、
お
よ
び
除
隊
兵
士
の
支
援
の
た
め
約

一
億
ド
ル
の
支
援
が
決
定
し
、
日
本
政
府
も
一
千
万
ド
ル
の
支
援
を
約
束
し
た
」
と
い
う
事
実
は
存
在
し
な
い
。

右
会
合
に
お
い
て
、除
隊
兵
士
の
市
民
社
会
へ
の
復
帰
の
支
援
を
含
む
Ｃ
Ｖ
Ａ
Ｐ
に
つ
い
て
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
政
府
か
ら
、

今
後
の
全
体
計
画
の
実
施
に
必
要
な
四
千
五
百
万
米
ド
ル
（
う
ち
、
約
七
百
万
米
ド
ル
は
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
政
府
が
負
担
）
に

つ
き
、
各
支
援
国
及
び
国
際
機
関
に
対
し
支
援
の
要
請
が
あ
っ
た
。
こ
の
要
請
に
対
し
、
世
界
銀
行
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
、

オ
ラ
ン
ダ
王
国
、
世
界
食
糧
計
画
等
か
ら
支
援
の
意
向
が
表
明
さ
れ
た
ほ
か
、
我
が
国
も
、
い
わ
ゆ
る
経
済
構
造
改
善
努
力

七



支
援
無
償
資
金
協
力
の
仕
組
み
を
活
用
し
た
支
援
を
行
う
用
意
が
あ
る
旨
表
明
し
た
。

そ
の
後
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
政
府
は
、
我
が
国
に
対
し
、
全
体
計
画
の
実
施
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
経
済
構
造
改
善
努
力
支
援

無
償
資
金
協
力
の
仕
組
み
を
活
用
し
た
支
援
の
一
部
と
し
て
、
初
年
度
分
約
六
百
万
米
ド
ル
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
き
承
認

を
求
め
て
き
た
と
こ
ろ
、
我
が
国
は
、
本
年
六
月
二
十
五
日
付
け
で
使
用
を
承
認
し
た
。
そ
の
内
訳
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

�

除
隊
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
健
康
診
断
九
十
九
万
米
ド
ル

�

除
隊
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
生
活
用
品
支
給
二
百
十
万
米
ド
ル

�

除
隊
兵
士
の
家
屋
の
修
繕
六
十
万
米
ド
ル

�

市
民
社
会
復
帰
支
援
物
資
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
調
達
百
三
十
万
米
ド
ル

�

市
民
社
会
復
帰
支
援
医
薬
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
調
達
五
十
四
万
米
ド
ル

�

技
術
訓
練
二
十
二
万
米
ド
ル

�

�
及
び
�
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
輸
送
・
保
管
・
配
布
費
用
二
十
五
万
米
ド
ル

八


